
 

 

長野県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則及び長野県市町村立学 

校職員の勤務成績の評定に関する規則の一部を改正する規則案について 

 

 

義務教育課 

高校教育課 

特別支援教育課 

 

 

１ 改正の理由 

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律（平成 26 年法律

第 34 号）の施行に伴い、地方公務員に関して、従前の勤務評定を改め、新たに

人事評価が導入されることに伴い所用の改正を行う。 

 

２ 改正の内容 

人事評価制度の基準を満たす現行の教職員評価制度（給与査定等資料及び自

己申告による評価）を法律上の人事評価制度に位置づけるよう改正する。 

 

３ 施行期日  

平成 28 年４月 1日 

 














